
(その 1)

迦事ぐ多 》ウえバ/す＼＼(ふりがな)

,"加伽都山"我方後援会
区分

C

3 代表者の氏名

4
計

島巳(よy 砂イ

政治団

収支

事務担当者の氏名

1

任者
名

之

珂1

3.2

ジ

(電話)

4

元丈 ^

田

^

δ

。Σ3子・ー《

ι>8"'C -/ C,(電話)

ーーー

田冬

党

^

0 2以上の都道府県の区域等

資

の

.^

'無

金

資金管理団体の指定の有無

/βヌご

支

団

公職の種類

区

資金管理団体
の届出をした
者の氏名

(令和

口政治資金規正法第袷条の 2 第
項の規定による政治団体

その他の政治団体

活動区域の区分

/ι9

年

口その他の政

分口現職口候補者等

令和
月

四同一の都道府県の区域内

之年分
日開催分)

資金管理団体の指定の期間

令和

令和

口政治資金規正法第19条の7第1項第
1号に係る国会議員関係政治団体

口政治資金規正法第19条の7第1項第
2号に係る国会議員関係政治団体

国会議員関係政治団体の区分

治 団体の支部

公職の候補者
の氏名

公職の種類

区 分

日から

日まで

国会議員関係政治団体に関する
特例の適用期間

令和
令和

口現職口候補者等

日から

日まで

責
氏

の本イ

書

会
の

党
部
体治

政
政
政

ロ
ロ
ロ

月
月

年
年

月
月

所
地

事
在

る
斤

ナ主
の

年
年

2



(その2)

収支の総括表

収 入

(前年からの繰越額)

支

(本年の収入額)

翌年への繰越額

総

2

出

C

収入項目別金額の内訳

額

(1)個人の負担する党費又は会費

総

金

額

収支の状況

員

(2)寄附

ア寄附(イを除く。)の区分

額

(ア)個人からの寄附

数

(イ)法人その他の団体からの寄附

(ウ)政治団体からの寄附

(うち特定寄附)

◇

(寄附のうち寄附のあっせんによるもの)

イ政党匿名寄附

小計(ア)+(イ)十(ウ)

合計(ア+イ)

金

j.ゞ'、

/

C>ど>つ

ユぐ

円

額

/

'ンメ

/ クつ6
人

/ナ

円

と>

円

備考

0

ク

.



(その 1 3 )
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(3)政治活動費の内訳
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添付書類(別添のとおり)

1 領収書等の写し

2 監査意見書(政党及び政治資金団体に限る。)

3 政治資金監査報告書(国会議員関係政治団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。
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(備考)「会計責任者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず会計責任者本人が自署すること。

※政治団体が解散した場合には、解散年に係る本様式の「※代表者の氏名」欄にも記名押印又は本人が署名をすること。
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